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市役所（親局）�

中継局��
（朝日山・紫雲出山）�

屋外拡声子局��
（各庁舎・避難所等）�

遠隔制御器��
（各庁舎・消防署）�

地区制御器��
（学校・公民館・農協等）� 戸別受信機（各世帯）�

親局、中継局�

再送信子局�

屋外拡声子局�
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親局親局(市役所市役所)親局(市役所)

朝日山朝日山�
中継局中継局�
朝日山�
中継局�

紫雲出山�
中継局�

平成23年度までに新しくできる屋外施設位置図�

防災行政無線の仕組み�

※赤文字の場所は、再送信子局を兼ねています。※赤文字の場所は、再送信子局を兼ねています。�
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上高野小学校��
本山小学校��
詫間庁舎��
松崎小学校��
詫間中学校��
箱浦小学校��
荘内自然休養村センター��
粟島開発総合センター��
志々島老人いこいの家��
仁尾庁舎仁尾庁舎�
曽保小学校��
仁尾小学校��
財田庁舎�
財田上小学校財田上小学校����
財田中小学校財田中小学校�
長野公民館長野公民館�
詫間第詫間第4分団屯所分団屯所�
黒川黒川�

上高瀬小学校�
勝間小学校�
比地小学校�
二ノ宮小学校�
麻小学校�
山本庁舎山本庁舎�
辻小学校�
河内小学校�
大野小学校�
神田小学校神田小学校�
三野庁舎三野庁舎�
大見小学校�
三野津中学校�
吉津小学校�
豊中庁舎豊中庁舎�
桑山小学校�
比地大小学校�
笠田小学校��
　�
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屋外拡声子局一覧��
◎避難所等�

※上記の場所では、電波による双方向の通信通話が可能です。�

43�
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南山�
津嶋神社周辺�
生里�
家の浦�
入樋�

市役所市役所�
平見�
西ノ脇�
白坂�
向谷�
上栂�
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◎その他の設置箇所�

【
平
成
21
年
度
】�

・
親
局
、
中
継
局
の
整
備
お
よ
び
再
送

　
信
子
局
、
屋
外
拡
声
子
局
設
備
の
整

　
備
（
高
瀬
町
・
詫
間
町
以
外
）�

【
平
成
22
〜
23
年
度
】�

・
豊
中
町
、
財
田
町
、
山
本
町
、
三
野
町
、

　
仁
尾
町
へ
の
戸
別
受
信
機
の
設
置�

・
高
瀬
町
、
詫
間
町
の
屋
外
拡
声
子
局

　
設
備
の
整
備
と
戸
別
受
信
機
の
設
置�

※
有
線
放
送
施
設
が
老
朽
化
し
て
い
る

　
豊
中
町
、
財
田
町
か
ら
戸
別
受
信
機

　
を
設
置
し
、順
次
整
備
し
て
い
き
ま
す
。�

�

　
御
器
を
設
置
し
、
緊
急
放
送
お
よ
び

　
臨
時
放
送
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。�

・
地
区
公
民
館
・
小
学
校
・
農
協
等
、

　
地
区
遠
隔
制
御
器
を
43
台
設
置
し
、

　
情
報
発
信
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
す
。�

・
親
局
を
市
役
所
に
設
置
し
、
朝
日
山

　
と
紫
雲
出
山
に
中
継
局
を
設
置
し
ま

　
す
。�

・
市
内
全
域
一
斉
放
送
に
対
応
す
る
た

　
め
、
中
継
局
か
ら
の
通
信
を
各
世
帯

　
に
送
信
す
る
再
送
信
子
局
を
各
庁
舎

　
等
10
カ
所
に
設
置
し
ま
す
。�

・
各
庁
舎
や
避
難
場
所
等
47
カ
所
に
、  

 
 
 

　
外
部
ス
ピ
ー
カ
ー
で
放
送
す
る
屋
外

　
拡
声
子
局
を
設
置
し
ま
す
。�

　（
3
ペ
ー
ジ
位
置
図
参
照
）�

・
全
世
帯
に
戸
別
受
信
機
を
無
償
貸
与

　
し
ま
す
。�

・
各
庁
舎
、
三
観
広
域
消
防
に
遠
隔
制

　
接
続
し
緊
急
放
送
に
対
応
で
き
ま
す
。�

・
聴
覚
障
害
者
へ
の
文
字
放
送
に
も
対

　
応
し
ま
す
。�

・
デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
り
、
親
局
と
子  

　
局
の
双
方
向
通
信
が
可
能
と
な
り
、 

 

　
大
き
な
災
害
等
で
地
上
線
が
途
切
れ 

　
た
場
合
で
も
対
応
で
き
ま
す
。�

・
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム(

J-

　
A
L
E
R
T)

や
緊
急
地
震
速
報
と

　
現
在
、
各
町
ご
と
に
災
害
情
報
や
行

政
放
送
の
伝
達
方
法
が
異
な
っ
て
い
ま

す
。(

有
線
放
送
、
オ
フ
ト
ー
ク
、
ア

ナ
ロ
グ
防
災
無
線
、
C
A
T
V
な
ど)�

　
今
回
、
統
一
し
た
デ
ジ
タ
ル
防
災
行

政
無
線
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地

域
格
差
を
な
く
し
、
適
切
な
情
報
を
迅

速
か
つ
的
確
に
住
民
の
皆
さ
ん
に
お
伝

え
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。�

●
戸
別
受
信
機
は
三
豊
市
の
住
民
基
本

　
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
世
帯
に
、

　
1
世
帯
1
台
無
償
貸
与
し
ま
す
。

　（
2
台
目
以
降
は
自
己
負
担
）�

●
設
置
に
か
か
る
標
準
的
な
工
事
費
は

　
市
が
負
担
し
ま
す
。
電
波
が
入
り
に

　
く
い
地
域
で
は
外
部
ア
ン
テ
ナ
を
取

　
り
付
け
ま
す
。�

●
設
置
に
つ
い
て
は
、
全
世
帯
に
順
次
、

　
地
区(

町)

ご
と
に
事
前
に
申
請
用
紙

　
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
記
入
の
う
え

　
返
信
用
封
筒
で
返
信
し
て
く
だ
さ
い
。

　
各
世
帯
へ
業
者
が
取
り
付
け
に
行
き

　
ま
す
。�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

▼
問
い
合
わ
せ�
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